
日医発第 1540 号(情シ) 

令和 7年 12 月 23 日 

都道府県医師会長 殿 

日本医師会長 

 松 本 吉 郎 

（公 印 省 略） 

令和8年経済センサス－活動調査の事前周知について（依頼） 

日頃より、大変お世話になっております。 

この度、総務省及び経済産業省では、令和8年 6月に全ての事業所・企業を対象とした「令

和8年経済センサス－活動調査」を実施いたします。 

経済センサス－活動調査は、我が国における事業所・企業の経済活動を地域別に明らかにす

るとともに、各種統計調査実施のための母集団情報を整備することを目的とした統計法（平成

19年法律第53号）に基づく基幹統計調査です。 

この度、「別紙写」にて協力方要請があり、本会は従来通り協力することと致しました。 

つきましては、貴会におかれまして、本調査にご協力いただき、ご周知いただきたくお願い

申し上げます。 
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令和８年経済センサス‐活動調査の事前周知について（依頼）

　

日頃より政府が実施する各種統計調査に御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。

　

総務省及び経済産業省では、令和８年６月に、全ての事業所・企業を対象とした令和８年経済

センサス‐活動調査 （以下 「本調査」 という。） を実施いたします。

　

本調査は、全産業分野の売上（収入）金額や費用などの経理項目を同一時点で網羅的に把握し、
我が国における事業所・企業の経済活動を地域別に明らかにするとともに、各種統計調査の実施

のための母集団情報を整備することを目的とする政府の重要な調査であり、統計法（平成１９年法

律第５３号）に基づいた報告義務のある調査（基幹統計調査）として５年に一度実施しています。

　

つきましては、本調査のより円滑な実施に向け、その趣旨や必要性など、別紙の内容について

貴団体に属する企業等の皆様へ広く御周知いただきますようお願い申し上げます。

　

なお、本調査は、企業だけでなく全ての団体の皆様も対象となりますので、令和８年４月頃に

調査票が配布されましたら御回答をいただきますよう、併せてお願い申し上げます。



【別紙】

「令和８年経済センサス‐活動調査」に関する広報依頼（お願い）

総務省・経済産業省

　　

２０２５年１２月

　

「令和８年経済センサス‐活動調査」の実施に先立ち、貴団体に属する企業等の皆様に当調査

について御周知いただきたく、以下の事項をお願いする次第です。

貴団体のホームページへの掲載

貴団体において発行している機関誌（紙）などへの掲載

総会などで、「令和８年経済センサス‐活動調査」が実施される旨の案内

　

など

※

　

各種広報用素材を用意しております。掲載いただける場合、別添の「広報用素材について」

に記載しているサイトからダウンロードすることができます。

　

また、 数に限りはございますが、 ポスターやリーフレットの送付も可能です。

＜経済センサス‐活動調査とは＞

経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上（収入）金額や、費用などの経理項目を同一時点で網羅

的に把握し、我が国における事業所．企業の経済活動を地域別に明らかにするとともに、事業所及び企

業を対象とした各種統計調査の母集団情報を得ることを目的とした５年ごとに実施する統計調査です。

政府の重要な調査であり、統計法（平成１９年法律第５３号）に基づいた報告義務のある調査（基幹統計

調査） として実施します。

詳しくは、同封のリーフレット及び経済センサス‐活動調査キャンペーンサイトを御高覧ください。

経済センサス‐活動調査キャンペーンサイト

ｈはＰｓ：／／Ｗｗｗ，ｅＣｅｎｓｕｓ２０２６．９０．ｊＰ

※

　

本調査実施に伴い、一部企業に対し、毎年実施している「経済構造実態調査」は行いません。

経済センサス‐活動調査について不明な点がございましたら、下記連絡先まで御連絡ください。
何とぞよろしくお願いいたします。

＜広報用素材ダウン□－ドサイト関係連絡先＞
令和８年経済センサス‐活動調査広報依頼事務局
メールアドレス：ｃｅｎｓｕｓ－ｐｒＬｒ７＠ｐａｃ雨ｃ‐ｓｕにｊｐ
電話番号：０５０‐５７９９‐９６６０

※本サイトは総務省肋、ら委託を受けたパシフィックコン
サＪ勝フンツ（株）が運営しております。

＜本調査連絡先＞
総務省統計局糸茶筒統計課経済センサス室
メールアドレス：ｅ－ｋａｔｓｕｄｏｕ＠ｓｏｕｍｕ，９０．ｉｐ
電話番号：０３‐５２７３‐１３８８



【別添】

広報用素材のご案内

＞

　

貴団体のホームページや機関誌 （紙媒体）におし、て、「経済センサス‐活動調査」に関する記事やバナー等の

　

掲載にご協力し、ただける場合は、以下をご参考のうえ、ご活用し舵だけますと幸いです。

＞

　

電子ファイルが必要な場合は、下記のダウン□－ドサイトより取得をお願いしたします。

園経済センサス‐活動調査 広報用素材ダウン□－ドサイト

　

ｈｔｔｐｓ：／／ｅ‐ｃｅｎｓｕｓ２０２６‐ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ．Ｊｐ

アクセスにはＩＤとパスワードが必要です。下記を入力してアクセスしてください。

　

ＩＤ：ｅ‐Ｃｅｎｓｕｓ２０２６

パスワード：Ｅ‐Ｃｅｎｓｕｓ２０２６

１

　

ポスター（電子ファイルあり）

　

ポスターは、貴団体にて、ご掲載いただくことを目的とした素材です。

　

また、配布などにご協力し、ただける場合は電子ファイルもご用意しています。

＞

　

ポスター

下記規格のポスター画像 （カラー・モノク□）を縦・横の２種類を掲載

　

Ａ４～Ａ８

＜ポスター素材イメージ＞
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－－－－－－－ー

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年

　

４月、５月にかけてｉ蓋一碧鰹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　



　

２

　

バナー（電子ファイルあり）

　　

バナーは、貴団体のホームページにおいて、ご掲載いただくことを目的とした素材です。

　　

バナーのリンク先としては、「経済センサス‐活動調査キャンペーンサイト」を想定しています。なお、当該ページには、調査

　

の目的、調査対象の範囲、調査事項など、本調査の概要とあわせて、詳細な内容も掲載しています。

　

》

　

バナー

　　　

縦 ４９０

　

× 横 ２４０

　　　　　

糸格

　

フｎ

　

ｘ

　

本音 フ４ｎ

縦 ８８

　

× 横 １９０

　

など複数用意しております。

＞

　

「経済センサス‐活動調査キャンペーンサイト」ＵＲＬ

　　　

ホームページ用バナーのリンク先については、下記ＵＲＬをご使用いただきますようお願いいたします。

　　　

〔リンク先 ＵＲＬ〕 ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｅ‐ｃｅｎｓｕｓ２０２６，９０，ｊｐ／

３

　

機関誌用原稿（本案内資料に同封）

　

機関誌用原稿は、貴団体が発行する機関誌等の誌面に同封またはご掲載いただくことを目的とした、〔１〕リーフレット

と〔２〕文例集です。

　

主に、経済センサス‐活動調査の重要性 （法律に基づいた報告義務のある暴幹統計調査） 及び実施時期の周知

を目的としており、調査関係書類の送付時期なども明記しています。
〔１〕１」‐フレットは本案内資料にも同封しておりますが、電子ファイルが必要な場合は、上記「経済センサス‐活動調査キ

　

ャンペーンサイト」からダウン□－ドすることが可能です。

〔２〕文例集は、貴団体ホームページの「お知らせ」や「インフォメーション」欄などへの掲載にもご活用いただければ幸いです。

４

　

その他

　

上記のポスターや１」－フレットにつし、ては、数に限りはござし、ますが、紙媒体もご用意しておりますので、ご希望される場合

は下記事務局までご連絡ください。また、広報用素材について、ご不・明な点等ございましたら、下記事務局までご連絡い

ただきますようお願いいたします。

※

　

お願頁い

貴団体においてご協力いただし、た内容 （機関誌の写し等）につし、て、可能であれば、下記事務局までお知らせいただ

ければ幸甚です。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

令和８年経済センサス‐活動調査広報依頼事務局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

メールアドレス：ｃｅｎｓｕｓ－Ｐｒ－ｒ
７＠Ｐａｃｉｆｉｃ－ｓｕＥｉｐ

　　　　　　　　　　　　　　　　　

電 話 番 号＝０５０‐５７９９‐９６６０

　　　　　　　　　　　　　　　　　

受付時間：平日 ９；３０～１８：１５ （１２：００～１３：００を除く）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※経済センサス‐活動調査

　

広報用素材ダウンロードサイト

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

は総務省から委託を受けたパシフィックコンサルタンツ （株）
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＝

調査へのご協力・ご回答よろしくお願いします。

経済センサス‐活動調査は、全産業分野の売上（収入）や費用などを網羅的に把握し、
我が国の経済構造の実態を全国及び地域別に明らかにすることにより、

　

各種施策に必要な基礎資料を得ることを目的として実施します。

・、　　　　　　　　　　　　　　 　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

経 済センサス２０２６

◎ 総務省・経済産業省・都道府県・市区町村からのお知らせです。



経済センサス‐活動調査

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ーー

　

－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－＼＼，、＼

－

　

査はどのように行われるの？

いつ調査するの？

　

｝

キ 醐日 令矛口８年６月１日現在で行 附。
どんなことを調査するの？

　

｝

１ 従業者数、事業の従業者数、事業の内容、売上金額、費用項目、事業別売上金額、本所・支所の別、など

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　　　　　

　　

どのように回答すれ ばいいの？

　

－

　　

企業の規模等によって、調査方法が異なります。ー

　

－－

対象：支所等を有さない比較的小規模な事業所、個人経営の事業所など

令 和８年４月にインターネット回答用の書類が郵送されます。インターネットでご回答ください。

インターネット未回答の事業所や、新たに把握した事業所には、
調査員が紙の調査票を配布します。記入した紙の調査票は調査員が回収します。

　

国

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

存続事業所
（民間業者）

　　　　　　　　　

国が委託する民間業者から　　　　　　　　

　　　　　　　　　

インターネット回答書類を郵送
Ｏ 樟 脳

　

イ緊要、掴躍繋塗

　

闇ｆ′ 一

　　　

〇でインターネット未回答の事業所や調査員が

　　　　

　

　　　

新たに把握した事業所には、調査員がお伺いします。

０でインターネット未回答の事業所や調査員が

新たに把握した事業所には、調査員がお伺いします。

インターネット
未回答の事業所 インターネットで回答

　　

もしくは

　

調査員に提出

……．または………・

　　

調査員が
新たに把握した事業所

ゴロ

　　　

Ｉ
－

　　　　　　　　　

－
－

　　　　　　　　　

－
　

　　　　　　　　

　

Ｔ甘工調査員が紙の調査票と
インターネット回答書類を

　　

同時に配布 ５月頃、調査員が担当調査区内の事業所の活動
状態を外観などから確認させていただきます。

対象：支所等を有する企業の本社

インターネットでの回答を基本とし、令和８年５月頃に国（民間調査会社）から
インターネット回答用の書類が郵送されます。インターネットでご回答ください。
※本調査実施のため毎年実施している「経済構造実態調査」は行いません。
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調 査 の 対 象 は ？
－－
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全国すべての事業所・企業が対象となります。」
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Ａ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

－・ｒ′
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事業所とは？

　　
　　

　　

　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　
　

ｒ

　

チェーンなどの店舗について Ｌ÷÷

　　　　　　　　
・フランチャイズ・チェーン事業の本部と直営店

・フランチャイズ・チェーンの加盟店を経営する

事業主（企業）が経営するすべての店舗

　

本部

　
／↓＼

直営店１精細師岡舞蟹
一隅雷

　　

ＦＡＭ’ＬＹＲＥ～ＴＡＵＲＡＮＴ

Ｘ島観護節義遮り
・フランチャイズ・チェーン事業の本部と加盟店（別経営）

・親会社と子会社・関連会社などの
グループ企業の事業所

本部・親会社 別経営の加盟店・
子会社などの事業所

＼
＼
＼＼

この調査で回答していただく「事業所」とは、物の生産や販売、サービスの提供などの経済活動が

○

　

単一の経営主体のもと（グループ企業は含めません）で、
◎

　

一定の場所（一区画）を占めて、
◎

　

従業者と設備を有し、
の

　

継続的に行われているもの

　

をいいます。

同じ組織であっても、場所が異なる場合は、「場所ごと」にそれぞれを別の事業所とします。
管理事務や補助的な経済活動を行っている場合も、事業所に含めます。

「事業所」の例 従業者と設備を有し、一定の場所（一区画）を占めて経済活動が継続的に行われていれば、
ここに例示したもの以外であっても事業所に含めます。

本所・本社・本店

　　　

支所・支社・支店・営業所 幼稚園・学校

配送センター



調査結果は何に活用されるの？

調査結果は、国や地方公共団体における行政施策の立案や、
民間企業における経営計画の策定など、

社会経済の発展を支える基礎資料として広く活用されています。

各種施策等に基づく利用や

　

ＧＤＰ統計の算出など
新規店舗の出店計画に

・地方交付税の算出 ・地域ごとの既存店舗の状況を把握するなど、
新規店舗の出店計画のための基礎資料・人口減少問題対策における基礎資料

・鉄道等交通インフラ整備の基礎資料

・ＧＤＰ統計の算出
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経営支援制度や各種補助金の

　　　　

１
防災対策やまちづくりの計画に検討材料として

，
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．・物価高騰対策の各種支援制度の策定に利用

・小規模事業の支援に係る補助金交付の
基礎資料

・地域防災計画策定のための基礎資料

・まちづくりプランの防災指針策定に
当たっての災害リスク分析に利用

・商店街等の活性化の目標値及び実績数値
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経済センサス‐活動調査は、「統計法」（平成１９年法律第５３号）に基づく、基幹統計調査です。
基幹統計調査には報告義務と守秘義務があります。
調査に従事する調査員は、都道府県知事が任命した地方公務員で『経済センサス‐活動調査 調査員証』を
携帯しています。不審に思った際は、回答しないで最寄りの市区町村にお知らせください。
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